
全
日
中
事
務
局
だ
よ
り

▼
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
１０
月
１８
日
閣
議
決

定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
衆
議
院
文
部
科
学
委

員
会
で
審
議
さ
れ
１１
月
１９
日
可
決
、
更
に
参

議
院
文
教
科
学
委
員
会
で
審
議
さ
れ
１２
月
４

日
可
決
・
成
立
し
た
。
こ
の
法
律
に
は
、
各

委
員
会
に
お
い
て
附
帯
決
議
が
あ
り
、
参
考

と
し
て
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
の
内
容
を

掲
載
し
た
（
一
部
省
略
）。

▼
政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当

た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配

慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
第
七
条
の
指
針
（
以
下
「
指
針
」

と
い
う
。）
に
お
い
て
、
公
立
学
校
の
教

育
職
員
の
い
わ
ゆ
る
「
超
勤
四
項
目
」
以

外
の
業
務
の
時
間
も
含
め
た
「
在
校
等
時

間
」
の
上
限
に
つ
い
て
位
置
付
け
る
こ

と
。
ま
た
、
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、

指
針
を
参
酌
し
た
上
で
、
条
例
・
規
則
等

に
お
い
て
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間
の
上

限
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

服
務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
及
び

校
長
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
客
観
的
に

在
校
等
時
間
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
勤

務
時
間
の
記
録
が
公
務
災
害
認
定
の
重
要

な
資
料
と
な
る
こ
と
か
ら
、
公
文
書
と
し

て
そ
の
管
理
・
保
存
に
万
全
を
期
す
こ

と
。

二

指
針
に
お
い
て
在
校
等
時
間
の
上
限
を

定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
職
員
が
そ

の
上
限
時
間
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
を
推
奨

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
自
宅

等
に
お
け
る
持
ち
帰
り
業
務
時
間
が
増
加

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
服
務
監
督
権
者

で
あ
る
教
育
委
員
会
及
び
校
長
に
対
し
、

通
知
等
に
よ
り
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
示
す

こ
と
。
併
せ
て
、「
児
童
生
徒
等
に
係
る

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
」
を
特
例
的
な
扱

い
と
し
て
指
針
に
定
め
る
場
合
は
、
例
外

的
か
つ
突
発
的
な
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

三

服
務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
及

び
校
長
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
学
校
規
模
に
か

か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
完
全
実
施
に
努
め
る

と
と
も
に
、
優
先
す
べ
き
教
育
活
動
を
見

定
め
た
上
で
、
適
正
な
業
務
量
の
設
定
と

校
務
分
掌
の
分
担
等
を
実
施
す
る
こ
と
に

よ
り
、
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間
の
縮
減

に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
そ

の
実
現
に
向
け
十
分
な
支
援
を
行
う
こ

と
。

四

政
府
は
、
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間

制
の
導
入
の
前
提
と
し
て
、
現
状
の
教
育

職
員
の
長
時
間
勤
務
の
実
態
改
善
を
図
る

と
と
も
に
、
そ
の
導
入
の
趣
旨
が
、
学
校

に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向
け

て
、
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
活

用
し
た
長
期
休
業
期
間
等
に
お
け
る
休
日

の
ま
と
め
取
り
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示

（９６）



す
こ
と
。
ま
た
、
長
期
休
業
期
間
に
お
け

る
大
会
を
含
む
部
活
動
や
研
修
等
の
縮
減

を
図
る
と
と
も
に
、
指
針
に
以
下
の
事
項

を
明
記
し
、
地
方
公
共
団
体
や
学
校
が
制

度
を
導
入
す
る
場
合
に
遵
守
す
る
よ
う
、

文
部
科
学
省
令
に
規
定
し
周
知
徹
底
す
る

こ
と
。
以
下
１
〜
６
の
項
目
は
省
略

五

一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
導
入

す
る
場
合
は
、
連
続
労
働
日
数
原
則
六
日

以
内
、
労
働
時
間
の
上
限
一
日
十
時
間
・

一
週
間
五
十
二
時
間
、
労
働
日
数
の
上
限

年
間
二
百
八
十
日
等
と
さ
れ
て
い
る
労
働

基
準
法
施
行
規
則
の
水
準
に
沿
っ
て
文
部

科
学
省
令
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
対
象

期
間
及
び
対
象
期
間
の
労
働
日
数
と
労
働

日
ご
と
の
労
働
時
間
等
に
つ
い
て
は
、
事

前
に
教
育
職
員
に
明
示
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
一
年

単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
導
入
は
、
地

方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第

九
項
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
通

知
等
に
よ
る
適
切
な
指
導
・
助
言
を
行
う

こ
と
。

六

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る

総
合
的
な
方
策
を
取
り
ま
と
め
た
平
成
三

十
一
年
一
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の

実
現
に
向
け
て
、
国
・
都
道
府
県
・
市
区

町
村
・
地
域
・
学
校
が
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
む
こ
と
。
特
に
、
教
育
委
員
会
は
、

答
申
内
容
の
実
現
を
学
校
任
せ
に
せ
ず
、

自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
学
校
に
お
け
る
働

き
方
改
革
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま

た
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、「
教
員

採
用
試
験
の
倍
率
低
下
」や「
教
員
不
足
」

と
い
っ
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
対
策

に
万
全
を
期
す
こ
と
。
併
せ
て
、
国
は
、

抜
本
的
な
教
職
員
定
数
の
改
善
、
サ
ポ
ー

ト
ス
タ
ッ
フ
や
部
活
動
指
導
員
の
配
置
拡

充
を
は
じ
め
と
し
た
環
境
整
備
の
た
め
の

財
政
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

政
府
は
、
教
育
職
員
の
負
担
軽
減
を
実

現
す
る
観
点
か
ら
、
部
活
動
を
学
校
単
位

か
ら
地
域
単
位
の
取
組
と
し
、
学
校
以
外

の
主
体
が
担
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行

い
、
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
。

八

教
育
職
員
の
崇
高
な
使
命
と
職
責
の
重

要
性
に
鑑
み
、
教
職
に
優
秀
な
人
材
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
人
材
確
保
法
の
理
念

に
沿
っ
た
教
育
職
員
の
処
遇
の
改
善
を
図

る
こ
と
。

九

三
年
後
を
目
途
に
教
育
職
員
の
勤
務
実

態
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
本
法
そ
の
他
の

関
係
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

▼
全
日
中
校
長
会
と
し
て
は
、
三
年
後
の
教

育
職
員
の
勤
務
実
態
調
査
に
向
け
て
、
学
校

に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
具
体
的
な
実
践
例

を
調
査
す
る
と
と
も
に
、参
考
例
を
公
表
し
、

各
会
員
の
皆
様
に
お
役
立
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
。
ま
た
、
調
査
結
果
を
基
に
し
た
、
現

場
で
の
問
題
点
や
課
題
を
整
理
し
、
改
革
推

進
へ
の
提
言
を
し
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、

今
後
の
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

（
事
務
局
長

松
澤

宏
尚
）

（９７）


